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総

務

省

○

告
示
第
一
号

国
土
交
通
省

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に

総

務

省

基
づ
き
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
二
十
六
年

告
示
第
一

国
土
交
通
省

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定

に
基
づ
き
公
表
す
る
。

令
和
五
年
六
月
三
十
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

三

地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
そ
の
他
の
地
域
公
共
交
通
計
画
に
定
め
る
事
業
に
関

三

地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
そ
の
他
の
地
域
公
共
交
通
計
画
に
定
め
る
事
業
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項

す
る
基
本
的
な
事
項

１

地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
に
つ
い
て

１

地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
に
つ
い
て

地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
と
し
て
は
、
具
体
的
に
は
、
軌
道
事
業
、
バ
ス
事

地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
と
し
て
は
、
具
体
的
に
は
、
軌
道
事
業
、
バ
ス
事

業
及
び
タ
ク
シ
ー
事
業
、
海
上
運
送
事
業
の
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図

業
、
海
上
運
送
事
業
の
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
軌
道
運
送
高
度
化

る
軌
道
運
送
高
度
化
事
業
、
道
路
運
送
高
度
化
事
業
、
海
上
運
送
高
度
化
事
業

事
業
、
道
路
運
送
高
度
化
事
業
、
海
上
運
送
高
度
化
事
業
、
事
業
構
造
の
変
更

、
事
業
構
造
の
変
更
を
行
う
こ
と
に
よ
り
旅
客
鉄
道
事
業
に
係
る
路
線
に
お
け

を
行
う
こ
と
に
よ
り
旅
客
鉄
道
事
業
に
係
る
路
線
に
お
け
る
輸
送
の
維
持
を
図

る
輸
送
の
維
持
を
図
る
た
め
の
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
、
廃
止
の
届
出
が
さ
れ

る
た
め
の
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
、
廃
止
の
届
出
が
さ
れ
た
鉄
道
事
業
の
再
生

た
鉄
道
事
業
の
再
生
を
地
方
公
共
団
体
等
の
支
援
に
よ
り
図
る
鉄
道
再
生
事
業

を
地
方
公
共
団
体
等
の
支
援
に
よ
り
図
る
鉄
道
再
生
事
業
、
廃
止
が
見
込
ま
れ

、
廃
止
が
見
込
ま
れ
る
路
線
バ
ス
等
に
つ
い
て
、
公
募
に
よ
り
新
た
な
サ
ー
ビ

る
路
線
バ
ス
等
に
つ
い
て
、
公
募
に
よ
り
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
を
選

ス
提
供
事
業
者
を
選
定
し
、
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
す
る
地
域
旅
客

定
し
、
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
す
る
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続

運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
事
業
、
貨
客
混
載
の
取
組
の
実
施
に
よ
り
公
共
交
通
の
生

事
業
、
貨
客
混
載
の
取
組
の
実
施
に
よ
り
公
共
交
通
の
生
産
性
向
上
を
図
る
貨

産
性
向
上
を
図
る
貨
客
運
送
効
率
化
事
業
、
地
域
公
共
交
通
の
利
用
者
の
利
便

客
運
送
効
率
化
事
業
、
地
域
公
共
交
通
の
利
用
者
の
利
便
を
増
進
す
る
た
め
路

を
増
進
す
る
た
め
路
線
等
の
編
成
や
事
業
内
容
の
変
更
、
等
間
隔
運
行
や
定
額

線
等
の
編
成
や
事
業
内
容
の
変
更
、
等
間
隔
運
行
や
定
額
制
乗
り
放
題
運
賃
の

制
乗
り
放
題
運
賃
の
設
定
等
を
行
う
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
事
業
が
あ
る
。

設
定
等
を
行
う
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
事
業
が
あ
る
。
地
域
旅
客
運
送
サ
ー

地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
持
続
可
能
な
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
各
々

ビ
ス
の
持
続
可
能
な
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
各
々
の
事
業
の
特
性
や
、

の
事
業
の
特
性
や
、
地
域
に
お
け
る
公
共
交
通
の
利
用
状
況
、
他
の
公
共
交
通

地
域
に
お
け
る
公
共
交
通
の
利
用
状
況
、
他
の
公
共
交
通
事
業
へ
の
影
響
、
人

事
業
へ
の
影
響
、
人
口
密
度
や
自
然
条
件
等
の
地
域
特
性
等
を
踏
ま
え
た
上
で

口
密
度
や
自
然
条
件
等
の
地
域
特
性
等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
地
域
公
共
交
通
計

、
地
域
公
共
交
通
計
画
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
適
切
に
選

画
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
適
切
に
選
択
し
、
当
該
計
画
に

択
し
、
当
該
計
画
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

道
路
運
送
高
度
化
事
業
に
関
す
る
留
意
事
項

道
路
運
送
高
度
化
事
業
に
関
す
る
留
意
事
項

(3)

(3)

道
路
運
送
高
度
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

道
路
運
送
高
度
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
バ
ス
事
業
の
高
度
化
と
併
せ
て
、

。

道
路
管
理
者
、
公
安
委
員
会
等
が
講
ず
る
道
路
交
通
の
円
滑
化
に
資
す
る
措

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
号
イ
に

置
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
連
節
バ
ス
の
導
入
に
当
た
っ

掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
バ
ス
事
業
の
高
度
化
と
併
せ
て
、
道
路
管
理
者

て
は
、
通
常
車
両
の
場
合
と
比
べ
、
よ
り
多
く
の
手
続
を
要
し
、
地
方
公
共

、
公
安
委
員
会
等
が
講
ず
る
走
行
円
滑
化
措
置
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

団
体
、
国
、
道
路
管
理
者
、
公
安
委
員
会
等
の
連
携
及
び
協
力
を
得
る
こ
と
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あ
り
、
ま
た
、
連
節
バ
ス
の
円
滑
な
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
通
常
車
両
の
場

が
円
滑
な
導
入
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
協
議
会
等
に
お
い
て
、
特
に

合
と
比
べ
、
よ
り
多
く
の
手
続
を
要
し
、
地
方
公
共
団
体
、
国
、
道
路
管
理

こ
れ
ら
の
関
係
者
と
緊
密
な
協
議
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

者
、
公
安
委
員
会
等
の
連
携
及
び
協
力
を
得
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
協
議
会
等
に
お
い
て
、
特
に
こ
れ
ら
の
関
係
者
と
緊
密
な
協
議
を
行

う
必
要
が
あ
る
。

同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
単
に
新
技
術
を
導
入
す
る
だ
け
で

な
く
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
課
題
に
的
確
に
対
応
し
、
か
つ
、
運
送
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
向
上
が
図
ら
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
等
と
も
十
分

に
連
携
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
電
気
自
動
車
は
、
走
行
時
に
お
い

て
二
酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
ガ
ス
を
排
出
し
な
い
こ
と
か
ら
地
域
の
脱

炭
素
化
に
つ
な
が
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
騒
音
及
び
振
動
の
程
度
が
低
く
、

か
つ
、
転
倒
防
止
に
つ
な
が
る
優
れ
た
加
減
速
性
能
を
有
す
る
、
利
便
性
及

び
安
全
性
の
観
点
か
ら
も
優
れ
た
移
動
手
段
で
あ
り
、
そ
の
静
穏
性
を
活
か

し
て
観
光
地
等
に
お
け
る
魅
力
的
な
移
動
手
段
と
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る

な
ど
、
地
域
全
体
の
価
値
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
そ
の
導
入

す
る
路
線
等
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
走
行
特
性
や
航
続
距
離
な

ど
も
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(4)

(9)

(4)

(9)

２

（
略
）

２

（
略
）


